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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端部、第２の端部、及びチャネル系（５０８）を有する基部であって、チャネル
系が基部の第２の端部より第１の端部の近くに位置している基部（５０２）と、
　基部の一方の面から延びてチャネル系を部分的に取り囲む壁（５０４）と、
　第１の端部より第２の端部の近くの壁に設けられた開口（５１０）であって、壁の形状
が、チャネル系を通して導入されたガスを溶接位置に保持し、このガスを、チャネル系か
ら遠ざかって壁の開口を通るように移動させることができる形状である開口（５１０）と
、
　軸（５１４）の周りに旋回可能となるように、一組の留め具で壁に可動に取り付けられ
た、該壁とは別個のシール（５１２）であって、該シールは溶接対象構造物の表面に適合
することが可能である、シールと
を含む装置。
【請求項２】
　前記一組の留め具が一組のネジを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　チャネル系が基部に任意の数の穴を含み、任意の数の穴がレーザ光線と不活性ガスとを
受けることができる、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　基部（５０２）及び壁（５０４）が、領域（５２２）を部分的に取り囲み、該領域は、
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第１の端部から第２の端部に向かって細くなる形状を有している、請求項１に記載の装置
。
【請求項５】
　基部（５０２）及び壁（５０４）が、領域（５２２）を部分的に取り囲み、該領域は、
液滴形状である、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
 基部の一方の面が第１の面であり、基部が、第１の面の反対側に第２の面を有しており
、基部の第１の面が、第２の面と開口とに向かって傾斜するスロープを有している、請求
項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記一方の面が第１の面であり、基部が、第１の面の反対側に第２の面を有しており、
チャネル系が、第１の面に第１の直径を有し、第２の面に第２の直径を有するチャネルを
含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　開口に取り付けられた成形された排出口をさらに有し、この成形された排出口は開口を
縮小するものである、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　溶接ヘッドを更に含み、この溶接ヘッドに基部を固定することができる、請求項１に記
載の装置。
【請求項１０】
　溶接ヘッドに固定されたレーザ、及び溶接ヘッドに接続されたガス供給部を更に含む、
請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　溶接ヘッドに接続されて、基部及び壁を冷却することができる冷却ユニットを更に含む
、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　溶接ヘッドが取り付けられたロボットユニットであって、レーザ溶接作業の間に溶接ヘ
ッドを移動させることができるロボットユニットと、
　ロボットユニットに接続されて、レーザ溶接作業を実行する溶接ヘッドを動かすロボッ
トユニットを制御することができるコンピュータと
を更に含む、請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的には製造に関し、具体的にはレーザ溶接のための方法及び装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　レーザ溶接は、レーザを用いて複数の金属片を接合するために使用することができる技
術である。レーザ光線は、異なる金属部品を互いに溶接するための集中熱源となることが
できる。レーザ溶接は、固体レーザ及びガスレーザを含む様々な種類のレーザを用いて実
行することができる。レーザの使用は、狭い溶接及び／又は深い溶接を可能にする。更に
、レーザの使用は、高い溶接速度も達成する。レーザ溶接は、一般的に、航空機及び／又
は自動車産業のような大量生産の用途に使用される。
【０００３】
　レーザ溶接は、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、及びチタンといった金属コンポ
ーネントを溶接するために使用することができる。レーザ溶接の一の利点は、「省スクラ
ップ」のために金属のスクラップ片のような金属コンポーネントを接合できること、及び
大きな原材料片から部品を機械加工せずに、そのような部品を形成できることである。
【０００４】
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　航空機の部品及び航空機の製造におけるレーザ溶接の使用は、航空機の重量を低減する
ために有用でありうる。大きな金属の胴体部品を互いに接合するときに、リベット留めの
代わりにレーザ溶接を使用することができる。このような部品には、例えば、金属製の胴
体に使用される縦通材が含まれる。レーザ溶接を使用することは、それにより航空機製造
の際に軽量化が達成されるので、リベットより有利である。
【０００５】
　例えば、リベットの使用を排除することに加えて、リベット部品間に溶加材を使用する
ことも排除することができる。その結果、リベットの代わりにレーザ溶接を使用すること
で、航空機の構造が約５％低減される。更に、レーザ溶接を用いて形成された溶接された
ジョイントは、この種のジョイントが軽量であるにも関わらず、高い圧縮力及び共用力を
提供することができる。加えて、レーザ溶接は、リベットの使用より安価である。部品を
互いに接合するためにレーザ溶接を使用する更なる利点は、レーザ溶接された部品が腐食
しにくいことである。
【０００６】
　一般に、溶接の速さは、レーザに供給される電力と、溶接される部品の種類及び厚みと
に比例する。更に、レーザ溶接が行われる速さは、様々な要因によっても制限される。例
えば、チタンを溶接するとき、溶融チタンに空気が接触することを防止することが望まし
い。
【０００７】
　溶接プロセスの間に、空気中に含まれる望ましくないガスが金属を攻撃し、溶融したチ
タンに汚染を引き起こす可能性がある。この種の汚染は、チタンが十分に冷えるまで空気
から高温金属を離しておかない場合に生じうる。この種の変色は美的に望ましくない。
【０００８】
　更に、汚染は、変色によって特定されて、チタンの金属特性に対する悪影響の存在を示
すことができる。溶接の間の空気によるチタンの汚染は、延性及び破壊靭性を大きく低下
させる。このような状態は、早すぎる亀裂及び早期疲労故障に繋がりうる。
【０００９】
　空気が溶融チタンに接触することを防ぐ一の方式は、真空でレーザ溶接を行うことであ
る。この種のプロセスは変色を防ぐために適しているが、真空環境は、部品の大きさによ
っては非現実的である場合がある。別の技術では、チタンが十分に冷えるまで空気がチタ
ンに接触することを防ぐために不活性ガスを導入する。しかしながら、この種のプロセス
は、チタンに可能な溶接の速度を低下させうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、上述のような問題を克服する方法と装置を有することが有利である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　有利な一実施形態では、装置は、基部、壁、及び壁に設けられた開口を含む。基部は、
第１の端部、第２の端部、及びチャネル系を有している。チャネル系は、基部の第２の端
部より第１の端部の近くに位置する。壁は、基部の一方の面から延びてチャネル系を部分
的に包囲する。壁の開口は第１の端部より第２の端部の近くに位置する。壁は、チャネル
系を通して導入されたガスを溶接位置に保持し、このガスを、チャネル系から遠ざけて壁
の開口に通すことが可能な形状を有する。
【００１２】
　別の有利な実施形態では、レーザ溶接用のカバーは、基部、壁、壁に設けられた開口、
及び壁に取り付けられたシールを含む。基部は、第１の面、第２の面、及び第１の面から
第２の面に延びるチャネルを有する。このチャネルは、レーザ光線及び不活性ガスを受け
取ることができる。壁は、基部の第１の面から延びて、細長い形状の領域を取り囲む。こ
の細長い形状は、チャネルの周囲で最大面積を有し、チャネルから離れるにしたがって狭
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くなる。壁は、チャネルを部分的に取り囲み、端部に向かって次第に狭まっている。壁の
開口は、壁の狭まった端部の近くに位置している。細長い形状によって、不活性ガスはチ
ャネルから開口に移動することができる。壁に取り付けられたシールは、構造の表面に適
合することができる。
【００１３】
　また別の有利な実施形態では、レーザ溶接の方法が提示される。構造の上にカバーが配
置される。このカバーは、第１の端部、第２の端部、及びチャネルを有する基部を有して
おり、チャネルは基部の第２の端部より第１の端部の近くに位置している。カバーは、基
部の一方の面から延びてチャネルを部分的に取り囲む壁も有している。カバーは更に、第
１の端部より第２の端部の近くに位置する壁の開口を有している。チャネルには不活性ガ
スが供給される。壁は、チャネルを通して導入された不活性ガスの一部を溶接位置に保持
し、不活性ガスがチャネルから遠ざかって壁の開口を通るように流れることを可能にする
形状を有している。チャネルを通して構造の表面上の溶接位置にレーザ光線が送られる。
構造を覆うカバーがこのレーザ光線を移動させることにより、構造の溶接が行われる。
【００１４】
　特徴、機能、及び利点は、本発明の様々な実施形態において単独で達成することができ
るか、又はそらとはまた別の実施形態において組み合わせることができる。これら実施形
態の更なる詳細は、後述の説明と添付図面とに見ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、有利な一実施形態による航空機の製造及び整備方法を示す線図である。
【図２】図２は、有利な一実施形態が実施される航空機の線図である。
【図３】図３は、有利な一実施形態による溶接環境の線図である。
【図４】図４は、有利な一実施形態によるカバーの線図である。
【図５】図５は、有利な一実施形態によるカバーの図である。
【図６】図６は、有利な一実施形態によるカバーを別の方向から見た図である。
【図７】図７は、有利な一実施形態によるカバーの上面図である。
【図８】図８は、有利な一実施形態によるカバーの一部を示している。
【図９】図９は、有利な一実施形態によるカバーの一部の側面図である。
【図１０】図１０は、有利な一実施形態によるカバーの一部の底面図である。
【図１１】図１１は、有利な一実施形態によるシールの側面図である。
【図１２】図１２は、有利な一実施形態によるシールの上面図である。
【図１３】図１３は、有利な一実施形態による、構造の上に配置されたカバーの図である
。
【図１４】図１４は、有利な一実施形態によるレーザ溶接作業の実行方法のフロー図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　添付図面を更に詳細に参照しながら、本発明の実施形態について、図１に示す航空機の
製造及び整備方法１００と、図２に示す航空機２００の観点から説明する。まず、図１は
、有利な一実施形態による航空機の製造及び整備方法を示す線図である。製造の前段階に
おいて、例示的な航空機の製造及び整備方法１００は、図２の航空機２００の、仕様及び
設計１０２と材料調達１０４とを含む。
【００１７】
　製造段階では、図２の航空機２００の、コンポーネント及びサブアセンブリの製造１０
６と、システムインテグレーション１０８とが行われる。その後、図２の航空機２００は
、認可及び納入１００を経て就航１１２される。顧客による就航中、図２の航空機２００
は定期的メンテナンス及び整備１１４を受け、これには、改装、再構成、改修、並びにそ
の他のメンテナンス又は整備が含まれる。
【００１８】
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　航空機の製造及び整備方法１００の各工程は、システムインテグレータ、第三者、及び
／又はオペレータによって実行又は実施することができる。このような実施例では、オペ
レータは顧客でありうる。本明細書の目的のために、システムインテグレータには、限定
されないが、任意の数の航空機製造業者、及び主要なシステム下請業者が含まれうる。第
三者には、限定されないが、任意の数のベンダー、下請業者、及び供給業者が含まれうる
。オペレータは、航空会社、リース会社、軍事団体、サービス組織などでありうる。
【００１９】
　次に、有利な一実施形態を実施できる航空機の線図を示す図２を参照する。この実施例
では、航空機２００は、図１の航空機製造及び整備方法１００によって製造されたもので
あり、複数の系統２０４及び内装２０６と共に機体２０２を含むことができる。系統２０
４の例には、推進系統２０８、電気系統２１０、油圧系統２１２、及び環境系統２１４の
うちの一又は複数が含まれる。任意の数の他の系統が含まれてもよい。航空宇宙産業にお
ける実施例を示したが、自動車業界などの他の産業に種々の有利な実施形態を適用するこ
とがきできる。
【００２０】
　ここに具現化される装置及び方法は、図１の航空機の製造及び整備方法１００のいずれ
かの一又は複数の段階で利用することができる。例えば、図１のコンポーネント及びサブ
アセンブリの製造１０６において製造されるコンポーネント又はサブアセンブリは、航空
機２００が図１の就航１１２段階にある間に製造されるコンポーネント又はサブアセンブ
リと同様の方式で作製又は製造されうる。
【００２１】
　また、一又は複数の装置の実施形態、方法の実施形態、又はそれらの組み合わせを、航
空機２００のアセンブリを実質的に効率化すること、又は航空機２００のコストを実質的
に低減することによる、例えば、限定しないが、図１のコンポーネント及びサブアセンブ
リの製造１０６、並びにシステムインテグレーション１０８といった製造段階において利
用することができる。同様に、一又は複数の装置の実施形態、方法の実施形態、又はそれ
らの組み合わせを、航空機２００が図１の就航１１２段階にある間、又は図１のメンテナ
ンス及び整備１１４の間に利用することができる。一実施例として、種々の有利な実施形
態を使用して、コンポーネント及びサブアセンブリの製造１０６とメンテナンス及び整備
１１４のうちの少なくとも一方の間に、レーザ溶接を実行することができる。
【００２２】
　種々の有利な実施形態によって、溶接プロセスの間の汚染を低減及び／又は防止するよ
うに、ガスの流れを制御することができる、及び／又は溶融金属に隣接するガス環境を維
持することができる装置が提供される。種々の有利な実施形態によって、高温金属を汚染
からシールするように、溶融金属の周辺に不活性ガスを維持する不活性ガスの閉じ込めシ
ステムが提供される。更に、ガスを導いて溶融金属から遠ざかるように排出することがで
きる。閉じ込めシステムは、空気中に導入されたガスが、溶融金属が存在する領域から遠
ざかるような形状を有している。このようなガスの動きは、溶接プロセスの間に発生しう
る煤又は他の汚染を低減することができる。
【００２３】
　有利な一実施形態では、装置は、第１の端部と、第２の端部と、チャネル系とを有する
基部を有している。チャネル系は、基部の第２の端部より第１の端部の近くに位置してい
る。基部からは壁が延びてチャネル系を部分的に包囲している。壁には開口が設けられ、
この開口は第１の端部より第２の端部の近くに位置している。壁は、チャネル系を通して
導入されたガスをチャネル系から遠ざかるように移動させて壁の開口に通すことができる
ような形状を有している。このような実施例では、煤は、あらゆる種類の粒子、ガス、又
は構造にレーザ光線を適用したときに生成されるその他の物質でありうる。
【００２４】
　ガスのこの種の移動は、構造上で溶接が行われる位置から煤を遠ざけることができる。
具体的には、ガスは、チャネル系から壁の開口に向かって移動することにより、溶接の間
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に発生しうる煤を運んで溶接位置及び／又は加熱された金属の位置から遠ざけることがで
きる。このような位置から煤を遠ざけることにより、溶融金属から汚染を取り除くことが
できる。
【００２５】
　更に、壁の形状は、空気との接触により生じる汚染が低減及び／又は防止されるように
、金属が十分に冷えるまで、ガスを閉じ込める又はシールすることにより、加熱及び／又
は溶接された金属に空気が接触することを防ぐことができる。溶融金属及びレーザ光線源
から遠ざかる煤の動きも、レーザ光の金属への到達を煤が阻むことを防止することができ
る。
【００２６】
　図３は、有利な一実施形態による溶接環境の線図を示している。この実施例における溶
接環境３００は、レーザ溶接環境である。溶接環境３００には、レーザ３０２、ガス供給
部３０４、冷却ユニット３０６、ロボットユニット３０８、コンピュータ３１０、及びビ
ジョンシステム３１２が含まれている。
【００２７】
　レーザ３０２は様々な形態を採ることができる。例えば、限定しないが、レーザ３０２
は、固体レーザ、及び／又はガスレーザとすることができる。固体レーザには、例えば、
ネオジムレーザ、又は他の種類の何らかの適切な固体レーザが含まれる。ガスレーザは、
例えば、炭酸ガスレーザ、窒素レーザ、ヘリウムレーザ、又は他の種類の何らかの適切な
ガスレーザとすることができる。レーザエネルギーは、光ファイバケーブル３１４により
ロボットユニット３０８に供給される。レーザ光線は、溶接ヘッド３１６を介して光ファ
イバケーブルからロボットユニット３０８に放出される。
【００２８】
　ロボットユニット３０８は様々な形態を採ることができる。例えば、限定しないが、ロ
ボットユニット３０８は、サーボ制御することが可能な、機械アームに取り付けられた溶
接ヘッド３１６を有する多重アクセス機械アームとすることができる。言うまでもなく、
他の有利な実施形態では、他の種類の機械構造をロボットユニット３０８に使用すること
ができる。
【００２９】
　このような実施例におけるガス供給部３０４は、ガスライン３１８を通じてロボットユ
ニット３０８に不活性ガスを供給することができる。ガスライン３１８は溶接ヘッド３１
６に不活性ガスを運ぶことができる。ガス供給部３０４は様々な形態を採ることができる
。例えば、ガス供給部３０４は、窒素、ヘリウム、アルゴン、又はその他何らかの適切な
不活性ガスの形態の不活性ガスを供給することができる。
【００３０】
　言うまでもなく、選択される特定のガスは、溶接される材料に応じて決定される。例え
ば、チタンに窒素を使用すると汚染が生じうる。その結果、チタンが溶接される場合、窒
素は使用されない。言うまでもなく、特定の実装形態に合わせて、複数のガスの組み合わ
せを、ガス供給部３０４を通じて供給することができる。
【００３１】
　冷却ユニット３０６は、冷却ライン３２０によりロボットユニット３０８に冷却剤を供
給する。このような実施例では、種々の有利な実施形態は、溶接ヘッド３１６に取り付け
可能なカバー３２２を含んでいる。
【００３２】
　ビジョンシステム３１２は、ロボットユニット３０８によって溶接が実行されている領
域に関する情報を供給する。このような情報をコンピュータ３１０が使用して、溶接環境
３００内の溶接作業を制御する。例えば、ビジョンシステム３１２を使用して、溶接作業
を実行する際にロボットユニット３０８をガイドすることができる。
【００３３】
　このような実施例の図では、コンピュータ３１０は、レーザ３０２、ガス供給部３０４
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、冷却ユニット３０６、ロボットユニット３０８、及びビジョンシステム３１２を制御す
ることができる。ロボットユニット３０８を制御することにより、レーザ３０２からのレ
ーザエネルギーを、構造３２６の溶接位置３２４に向けることができる。溶接位置３２４
は、構造３２６上の、レーザ光線が適用される位置又は向けられる位置である。このよう
な実施例では、構造３２６は、一又は複数のオブジェクトでありうる。特に、図示の実施
例では、構造３２６は金属構造である。
【００３４】
　溶接作業が実行されるにつれて、溶接位置３２４は変化し、構造３２６上における溶接
前の位置は、加熱された金属位置３２８である。この加熱金属位置３２８は、溶接が行わ
れた位置及び／又は構造３２６において金属の加熱が行われたその他の位置であり、この
ような位置では空気との接触により汚染が生じうる。
【００３５】
　空気との接触による溶接位置３２４及び／又は加熱金属位置３２８の汚染は、加熱金属
位置３２８が十分に冷えるまで生じうる。種々の有利な実施形態では、カバー３２２は、
不活性ガス３３０を溶接位置３２４及び加熱金属位置３２８周辺に維持できるような形状
を有している。カバー３２２は、溶接位置３２４及び加熱金属位置３２８周辺に不活性ガ
スの環境を維持することにより、これらの位置の汚染を低減及び／又は防止することがで
きる。
【００３６】
　加えて、カバー３２２は、不活性ガス３３０を、溶接位置３２４及び加熱金属位置３２
８から遠ざかる方へと導く又は移動させるような形状を有している。この種の移動は、煤
３３２又は溶接の間に生じる他の汚染物をこれらの領域から遠ざける。更に、冷却ユニッ
ト３０６は、溶接ヘッド３１６に加えてカバー３２２を冷却することができる。
【００３７】
　図３における溶接環境の図示は、種々の溶接環境を実施できる方式を物理的又は構造的
に限定することを意図していない。他の溶接環境は、図示されたコンポーネントに加えて
、又は図示されたコンポーネントに代えて、他のコンポーネントを含むことができる。ま
た別の溶接環境では、溶接環境３００に示されたコンポーネントの幾つかが不要でありう
る。例えば、幾つかの溶接環境においては、レーザ３０２以外に一つのレーザが存在して
もよい。
【００３８】
　また別の有利な実施形態では、溶接環境３００は、レーザ溶接に加えて別の種類の溶接
プロセスが使用されるレーザハイブリッド溶接環境とすることができる。例えば、レーザ
３０２に加えて、構造３２６上での溶接を実行するために、レーザ３０２と共にアーク溶
接ユニットも使用することができる。また別の有利な実施形態では、ビジョンシステム３
１２は不要でありうる。また別の有利な実施形態では、ロボットユニット３０８を使用す
る代わりに、溶接ヘッド３１６及びカバー３２２の動きを人間が手動で実行してもよい。
【００３９】
　図４は、有利な一実施形態によるカバーの線図を示している。この実施例では、カバー
４００は、図３のカバー３２２の一実施例である。この実施例の図では、カバー４００は
、基部４０２、チャネル系４０４、壁４０６、及びシール４０８を含んでいる。基部４０
２は端部４１０と４１２とを含む。端部４１０を基部４０２の第１の端部とし、端部４１
２を同第２の端部とする。
【００４０】
　このような実施例では、チャネル系４０４は任意の数のチャネルである。本明細書にお
いて「任意の数」とは、一又は複数のアイテムを指す。例えば、任意の数のチャネルとは
一又は複数のチャネルである。
【００４１】
　この実施例では、チャネル系４０４は、レーザ光線及び不活性ガスを受容することがで
きる。特定の実装形態に合わせて、レーザ光線及び不活性ガスは単一のチャネルにより受



(8) JP 5499043 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

容することができる。その他の有利な実施形態では、レーザ光線はチャネル系４０４の一
のチャネルで受容し、不活性ガスはチャネル系４０４の別のチャネルを使用して導入する
ことができる。
【００４２】
　壁４０６は基部４０２の周縁４１６から延び、且つ開口４１４を有している。基部４０
２及び壁４０６は形状４１８を有する。開口４１４は、壁４０６の端部４１２の近くに位
置している。壁４０６はチャネル系４０４を部分的に取り囲む。このような実施例では、
チャネル系４０４は、端部４１２より端部４１０の近くに位置している。
【００４３】
　基部４０２はまた、形状４１８に寄与している。このような実施例では、基部４０２の
表面４２０は、傾斜セクション４２２を有している。このような実施例では、端部４１２
側の表面４２０は、端部４１０と比較して、基部４０２の反対側の表面に近い。
【００４４】
　形状４１８は、チャネル系４０４を通して導入された不活性ガスを、溶接位置及び／又
は加熱金属位置に維持することにより、これらの位置の汚染を低減及び／又は排除するこ
とができる。更に、形状４１８は、チャネル系４０４を通して導入された不活性ガスが、
チャネル系４０４から端部４１２近傍の開口４１４を通って導かれる又は移動するような
形状である。基部４０２及び壁４０６が構造の上方に配置されるとき、形状４１８を収容
する容積又はその他三次元領域が画定される。
【００４５】
　この実施例では、形状４１８は、開口４１４よりチャネル系４０４の近くで面積が大き
くなる細長い形状である。壁４０６は、形状４１８が端部４１０から４１２に向かって縮
小するような輪郭を有する壁である。このような種々の例示的実施例では、形状４１８は
液滴形状とすることができる。言うまでもなく、汚染の可能性を有する溶接位置及び／又
は加熱金属位置の近くに不活性ガスを維持することにより汚染を低減及び／又は排除する
ことができる限り、他の形状を使用してもよい。
【００４６】
　更に、形状４１８は、不活性ガスが膨張すると、又は不活性ガスが導入されると、チャ
ネル系４０４と開口４１４とを通って不活性ガスを移動させることができる形状を有する
こともできる。チャネル系４０４から開口４１４へ向かう不活性ガスの動きは、溶接位置
及び／又は加熱金属位置から煤を遠ざけるように移動させることを助長して、汚染を低減
及び／又は防止することができる。更に、煤をこれらの位置から遠ざけることにより、レ
ーザ光線によって提供されるエネルギーが煤により低減することを防止又は緩和すること
もできる。
【００４７】
　開口４１４は、スロープ４１９を有し、溶接位置及び／又は加熱金属位置からのガス抜
きを導くことができるノズル及び／又は排出口である。
【００４８】
　シール４０８は壁４０６に取り付けられる。幾つかの有利な実施形態では、シール４０
８は、壁４０６の一部とすることができるか、又は壁４０６から構成することができる。
シール４０８は、壁４０６によって部分的に取り囲まれた基部４０２の領域内に不活性ガ
スを維持する能力を提供する。シール４０８は、不活性ガスがシール４０８の部分を通っ
て逃げることができない気密なシールを維持する必要はない。
【００４９】
　シール４０８は、壁４０６によって包囲された領域内に乱流により空気が導入されるこ
とを防止するために十分な障壁となる。シール４０８は、このような実施例において、表
面の輪郭上を移動するとき、この種の環境を維持することができる。幾つかの実施例では
、シール４０８は壁４０６の周りで旋回することができる。
【００５０】
　加えて、開口４１４の形状及び／又はサイズを変更するために、開口４１４の上に、成
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形された排出口４２２を配置することができる。このような実施例では、成形された排出
口４２２を使用して、開口４１４を縮小することができる。溶接速度及び／又は溶接され
る材料の種類に応じて、開口４１４を縮小することが適切でありうる。開口４１４の形状
の変更は、汚染が生じうる溶接位置及び／又は加熱金属位置の近くに不活性ガスを確実に
維持するために実行されうる。
【００５１】
　シール４０８は様々な形態を採ることができる。例えば、シール４０８は、鋼、セラミ
ック繊維、アルミニウム、銅、又はその他何らかの適切な材料から構成することができる
。このような実施例では、基部４０２及び壁４０６は、汚染を導入せずにレーザ溶接に使
用することができる金属又はその他の材料から作製することができる。例えば、基部４０
２及び壁４０６は、例えばアルミニウム、鋼、チタン、又はその他何らかの適切な材料な
どの材料から作製することができる。
【００５２】
　図４に図示されるカバー４００は物理的又は構造的限定を意図しておらず、異なる有利
な実施形態において異なるカバーを実施できる。例えば、幾つかの有利な実施形態では、
壁４０６及び基部４０２は単一部材から作製することができる。他の有利な実施形態では
、壁４０６は、基部４０２に取り付けられる別個の部品とすることができる。
【００５３】
　また別の有利な実施形態では、壁４０６は、シール４０８の代わりに、それ自体がシー
ルとしても機能することができる。このような実施例では、形状４１８は、用途に合わせ
て変化させることができる。汚染が残っている可能性がある溶接位置及び溶融材料の近く
に不活性ガスを維持することにより空気との接触を防止又は最小化して汚染を低減及び／
又は防止できる限り、他の形状を使用してもよい。
【００５４】
　更に、形状４１８は、チャネルから開口４１４に向かって不活性ガスを移動させること
により、溶接位置及び加熱金属位置から煤を遠ざけることができるように変化させること
ができる。
【００５５】
　図５は、有利な一実施形態によるカバーの線図である。カバー５００は、図４のカバー
４００の一実装形態である。この実施形態の図では、カバー５００は基部５０２を有し、
基部５０２の周縁５０６からは壁５０４が延びている。基部５０２はチャネル５０８を有
し、チャネル５０８には開口が設けられて、この開口からガス及びレーザ光線が入れるよ
うになっている。この実施例では、シール５１２は壁５０４に可動に取り付けられている
。
【００５６】
　シール５１２は、このような実施例では矢印５１４を中心に旋回することができる。シ
ール５１２の運動は、シール５１２を壁５０４に取る付けるために使用されるネジ又はそ
の他の留め具により行われる。この図に示すように、シール５１２の穴５１８にネジを配
置して、シール５１２を壁５０４に取り付けることができる。別のネジ及び開口を側面５
２０に配置することができるが、この図では見えない。この特定の実施例では、壁５０４
は、ある輪郭を有する壁であり、開口５１０を有するチャネル５０８を部分的に取り囲ん
でいる。
【００５７】
　図示されたこの実施例に示すように、カバー５００の基部５０２及び壁５０４は、領域
５２２を部分的に取り囲んでいる。領域５２２は、端部５２４から端部５２６に向かって
細くなる、及び／又は縮小する形状を有している。端部５２４を第１の端部とし、端部５
２６を第２の端部とする。この実施例では、領域５２２は、液滴の形状を囲む細長い形状
を有している。ガスは、レーザ溶接のためにカバー５００が構造上に配置されるとき、チ
ャネル５０８を通して導入することができる。
【００５８】
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　チャネル５０８を介してガスを導入することにより、不活性ガスが存在して、レーザ溶
接が行われる領域と、空気に接触させることなく冷却することが依然として必要な加熱金
属領域とに空気が接触することを防止することで、汚染が最小化及び／又は回避される環
境が形成される。
【００５９】
　壁５０４を有する領域５２２の形状は、シール５１２が構造上に配置されたときに部分
的に包囲される容積５２８を形成する。部分的に包囲される容積５２８の形状は、チャネ
ル５０８から入った不活性ガスが端部５２６に向かって移動して開口５０１から出ること
ができるような形状であるので、レーザ溶接の間に生成された煤を、開口５１０から不活
性ガスと共に排出することができる。したがって、煤の移動により、煤が、レーザ溶接を
実行するためにチャネル５０８を通して送られたレーザ光線のエネルギーを低下させるこ
とを防ぐことができる。
【００６０】
　領域５２２の形状は、ガスが端部５２６に向かって移動するような形状である。このよ
うな実施例では、チャネル５０８が、開口５１０が位置する端部５２６の反対側の、端部
５２４の近くでガスの圧力が高くなる。このような実施例では、カバー５００の長さ及び
幅は、実装形態に合わせて変更可能である。溶接の目標速度は、カバー５００の長さと幅
の両方に影響しうる。
【００６１】
　例えば、溶接の速さが上昇するとき、長さ及び／又は幅を増加させることが必要となり
うる。カバー５００の幅により、空気に起因する汚染を生じうる温度を有するあらゆる位
置に確実に不活性ガスを存在させることができる。例えば、入熱が増大すると、高温金属
の幅が増大して更に広い幅で覆う必要が生じる。一定の電力を維持しながら速さを減じる
と、入熱が増大する。一定電力で速さを増すと、入熱が減少する。
【００６２】
　更に、カバー５００の形状及びサイズは、溶接作業が直線上で実行されているか否かに
よっても影響を受けうる。溶接に直線が使用されている場合、側面５２０から側面５３０
までの幅を狭くすることができる。溶接経路が曲線である場合、様々な曲率半径に対応す
るために、カバーの幅を増大させる必要がある。
【００６３】
　このような実施例の図では、壁５０４上の穴５３２及び５３４は、開口５１０のサイズ
を変更するためにプレート又は排気口を装着する場所となる。ガスの流量、ガスの種類、
及び／又はレーザ溶接が行われる速さによって、開口５１０を小さくすることが望ましい
場合がある。これらの要因及び他の要因が、溶接作業の間に生成される煤の量に影響しう
る。
【００６４】
　このような実施例では、シール５１２は、例えば、限定しないが、アルミニウム、鋼、
又はその他適切な金属のような材料から作製することができる。他の有利な実施形態では
、特定の実装形態に合わせてシール５１２にセラミック繊維を使用することができる。こ
のような実施例では、取り付けプレート５３６にカバー５００が取り付けられる。取り付
けプレート５３６は、次いで、例えば、溶接ヘッド又はアセンブリといった別の構造に取
り付けることができる。特定の実装形態に合わせて、取り付けプレート５３６を冷却する
ことができる。取り付けプレート５３６を冷却することにより、カバー５００から熱を逃
がすことができる。
【００６５】
　図６は、有利な一実施形態によるカバーの別の図を示している。この実施例では、カバ
ー５００を別の角度から見ることができる。この角度図では、カバー５００の一側面５２
０上のシール５１２に設けられた穴６００を見ることができる。ネジを穴６００に通して
シール５１２を壁５０４に可動に装着することができる。
【００６６】
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　図７は、有利な一実施形態によるカバーの上面図を示している。この実施例は、カバー
５００の一部を示している。この実施例は基部５０２及び壁５０４を示し、シール５１２
は含まれていない。この実施例は、カバー５００の上面図を示すものである。この角度で
は、チャネル５０８が、表面７０２上において直径７００を有し、表面７０２と反対の表
面上において直径７０４を有することを見ることができる。即ち、チャネル５０８は円錐
形状を有している。
【００６７】
　図示の実施例では、基部５０２は長さ７０６を有し、この長さは約４．４インチとする
ことができる。基部５０２は幅７０８を有し、この幅は幅７１０に向かって次第に小さく
なっている。このような実施例の図では、幅７０８は約２．２５インチであり、幅７１０
は約１．１２３インチである。
【００６８】
　図８は、カバー５００の一部を示している。この実施例では、基部５０２及び壁５０４
の背面が示されている。更に、この角度では、チャネル５０８の円錐形状を分かり易く示
すために、チャネル５０８が二点破線で示されている。
【００６９】
　図９は、有利な一実施形態によるカバーの一部の側面図である。この実施例の図には、
有利な一実施形態による、壁５０４を有する基部５０２の側面図が示されている。この側
面図に示すように、基部５０２は傾斜面９００を有しており、この傾斜面は、端部５２６
の近くで上面７０２に近づくように端部５２４から５２６まで延びている。この実施例で
は、傾斜面は傾斜角９０２を有することができる。加えて、壁５０６も角度９０４で傾斜
していてよい。
【００７０】
　図１０は、有利な一実施形態によるカバーの一部の底面図である。この実施例には、壁
５０４を有する基部５０２の底面図が示されている。傾斜面９００は、基部の表面７０２
とは反対側に位置している。
【００７１】
　図１１は、有利な一実施形態によるシールを示している。この実施例では、シール５１
２の側面図が示されている。この実施例では、端部１１００がほぼ平坦で、端部１１０２
が角度１１０６を有する傾斜セクション１１０４を有している。この有利な実施形態では
、シール５１２は長さ１１０８を有しうる。長さ１１０８は、この実施例では約４．６８
インチとすることができる。シール５１２は、端部１１１２において高さ１１１０を有す
ることができ、この高さは端部１１１６における高さ１１１４まで徐々に小さくなる。こ
のような実施例におけるこのような寸法の漸減は、傾斜セクション１１０４によって行わ
れる。
【００７２】
　図１２は、有利な一実施形態によるシールの上面図を示している。シール５１２を示す
この図では、シール５１２は幅１２００を有することができ、幅１２００は幅１２０２に
向かって徐々に小さくなっている。幅１２００は約２．７１インチ、幅１２０２は約１．
４インチにそれぞれすることができる。このような実施例では、シール５１２は、約０．
２インチとすることができる厚み１２０４を有していてよい。
【００７３】
　図１３は、有利な一実施形態による、構造上に配置されたカバーを示している。この実
施例では、カバー１３００は、構造１３０２上に配置された、図５のカバー５００の一実
施例である。この実施例では、構造１３０２は、レーザ溶接プロセスによって互いに溶接
されたチタン部品とすることができる。また、この実施例では、カバー１３００は基部１
３０３とシール１３０４とを含むことができる。
【００７４】
　この実施例の図では、シール１３０４は構造１３０２の表面１３０６に接触している。
レーザ光線１３０８及びガス１３１０は、レーザ溶接ヘッド１３１３を通るチャネル１３
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１２により、矢印１３１４の方向に沿って、カバー１３００の内部に導入される。溶接は
、構造１３０２の表面１３０６上の位置１３１６の近くで行うことができる。構造１３０
２の溶接の間に、チャネル１３１２により導入されたガスは、カバー１３００内において
、空気が位置１３１６に接触して汚染を生じることが防止される環境を形成する。更に、
ガス１３１０は、ガス及び煤の排出物１３１８が矢印１３２０の方向に沿って流れ、開口
１３２２からカバー１３００を出るとき、流入することができる。このような溶接プロセ
スでは、カバー１３００を矢印１３２４の方向に動かすことができる。
【００７５】
　矢印１３２０に沿ったガス及び煤の排出物１３１８の移動は、ガス及び煤の排出物１３
１８中に含まれる煤を、位置１３１６から遠ざけて、開口１３２２からカバー１３００の
外へ逃がすことができる。位置１３１６から遠ざかる煤のこのような移動は、空気が位置
１３１６を汚染することを防止するだけでなく、位置１３１６に印加されるレーザ出力の
、ガス及び煤の排出物１３１８に含まれる煤による低下を、低減及び／又は防止すること
もできる。
【００７６】
　図１４は、有利な一実施形態によるレーザ溶接作業の実行プロセスのフロー図を示して
いる。図１４に示されるプロセスは、例えば、図３の溶接環境３００のような溶接環境を
使用して実施することができる。
【００７７】
　このプロセスは、構造の上にカバーを配置することにより開始される（工程１４００）
。この実施例では、カバーは、第１の端部と、第２の端部と、チャネル系とを有する基部
を有し、このチャネル系は基部の第２の端部より第１の端部の近くに位置している。基部
の一方の面から壁が延びて、チャネル系を部分的に取り囲んでいる。壁の開口は、第１の
端部より第２の端部の近くに位置している。壁は、チャネル系により導入された不活性ガ
スを溶接位置に保持することができ、且つ不活性ガスをチャネル系から遠ざかるように移
動させて壁の開口を通すことができるような形状を有している。
【００７８】
　このプロセスは、チャネル系を通して不活性ガスを供給する（工程１４０２）。本プロ
セスは、チャネル系を通して構造の表面の溶接位置にレーザ光線も送る（工程１４０４）
。本プロセスは、次いで、構造上のカバーによりレーザ光線を動かして構造を溶接し（工
程１４０６）、その後プロセスは終了する。
【００７９】
　この実施例では、工程１４０２は、工程１４０４及び１４０６が実行される間継続され
る。他の有利な実施形態では、例えば、チャネル系によるレーザ光線の印加を中断するこ
と、及びカバーを別の構造へと移動させることといった他の工程を実行することができる
。このような実施例では、構造は、例えば、限定しないが、互いに溶接される二つの航空
機部品とすることができる。
【００８０】
　様々に示した実施形態のフロー図とブロック図は、装置、方法、及びコンピュータプロ
グラム製品の幾つかの可能な実装形態の、アーキテクチャ、機能性、及び動作を示してい
る。これに関して、フロー図又はブロック図の各ブロックは、コンピュータで使用可能又
は読み取り可能なプログラムコードの一のモジュール、セグメント、又は部分を表わして
おり、それらの各々は、一又は複数の特定の機能を実施するための一又は複数の実行可能
な指令を含んでいる。
【００８１】
　幾つかの別の実装形態では、ブロックに示された一又は複数の機能は、図面に示された
順番で発生しなくてもよい。例えば、場合によっては、関連する機能性に応じて、連続し
て示される二つのブロックをほぼ同時に、又は時に逆の順番で、実行することができる。
【００８２】
　このように、種々の有利な実施形態によって、構造を溶接するための方法と装置とが提
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供される。種々の有利な実施形態では、第１の端部と、第２の端部と、チャネル系とを有
する基部を有するカバーが使用される。基部からは壁が延びて、チャネル系を部分的に包
囲する。壁には、基部の第１の端部より第２の端部の近くに、開口が設けられる。
【００８３】
　壁は、チャネル系を通して導入されたガスを溶接位置に保持し、且つこのガスをチャネ
ル系から遠ざけて壁の開口に通すことが可能な形状を有している。種々の有利な実施形態
の一又は複数により、高温金属が十分に冷却可能となるまで溶接位置及び高温金属を汚染
からシールすることで、汚染を最小化又は防止することができる。
【００８４】
　更に、種々の有利な実施形態により、チャネル系から開口を通るようにガスを導くこと
ができる。このようなガスの誘導は、煤がレーザ光線から遠ざかるように移動することを
助長して、溶接作業の間に煤がレーザ光線を遮断することを防ぐように行うことができる
。また、可動なシールは、表面の輪郭上を移動しながら、空気による汚染を防ぐために適
切なガス圧を提供し続けることを可能にする。
【００８５】
　種々の有利な実施形態の説明は、例示及び説明を目的として提示されているのであって
、完全な説明であること、又は開示された形態に実施形態を限定することを意図していな
い。当業者には、多くの修正及び変形が可能であることは明らかであろう。更に、種々の
有利な実施形態は、他の有利な実施形態と比較して異なる利点を提供することができる。
【００８６】
　選択された一又は複数の実施形態は、実施形態の原理、現実的な用途を最もよく説明し
、他の当業者が、想起される特定の使用に適した様々な修正例を含めて種々の実施形態の
開示内容を理解できるように選ばれている。
　また、本願は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　第１の端部、第２の端部、及びチャネル系を有する基部であって、チャネル系が基部の
第２の端部より第１の端部の近くに位置している基部と、
　基部の一方の面から延びてチャネル系を部分的に取り囲む壁と、
　第１の端部より第２の端部の近くの壁に設けられた開口であって、壁の形状が、チャネ
ル系を通して導入されたガスを溶接位置に保持し、このガスを、チャネル系から遠ざかっ
て壁の開口を通るように移動させることができる形状である開口と
を含む装置。
（態様２）
　壁の表面に取り付けられて、この表面に適合することができるシールを更に含む、態様
１に記載の装置。
（態様３）
　シールが、壁の表面に可動に取り付けられており、表面上で移動することにより表面に
適合することができる、態様２に記載の装置。
（態様４）
　シールを壁の表面に可動に取り付ける一組のネジを更に含む、態様３に記載の装置。
（態様５）
　チャネル系が基部に任意の数の穴を含み、任意の数の穴がレーザ光線と不活性ガスとを
受けることができる、態様１に記載の装置。
（態様６）
　壁の形状が第１の端部から第２の端部に向かって小さくなる、態様１に記載の装置。
（態様７）
　壁の形状が液滴形状である、態様１に記載の装置。
（態様８）
　基部の一方の面が第１の面であり、基部が、第１の面の反対側に第２の面を有しており
、基部の第１の面が、第２の面と開口とに向かって傾斜するスロープを有している、態様
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１に記載の装置。
（態様９）
　前記一方の面が第１の面であり、基部が、第１の面の反対側に第２の面を有しており、
チャネル系が、第１の面に第１の直径を有し、第２の面に第２の直径を有するチャネルを
含む、態様１に記載の装置。
（態様１０）
　成形された排出口が開口に取り付けられており、この成形された排出口は開口を縮小す
るものである、態様１に記載の装置。
（態様１１）
　シールが、鋼、セラミック繊維、アルミニウム、及び銅から選択された材料からなって
いる、態様２に記載の装置。
（態様１２）
　基部、及び基部から延びる壁が、鋼、アルミニウム、及び銅から選択された一の材料か
らなっている、態様１に記載の装置。
（態様１３）
　溶接ヘッドを更に含み、この溶接ヘッドに基部を固定することができる、態様１に記載
の装置。
（態様１４）
　溶接ヘッドに固定されたレーザ、及び溶接ヘッドに接続されたガス供給部を更に含む、
態様１３に記載の装置。
（態様１５）
　溶接ヘッドに接続されて、基部及び壁を冷却することができる冷却ユニットを更に含む
、態様１４に記載の装置。
（態様１６）
　溶接ヘッドが取り付けられたロボットユニットであって、レーザ溶接作業の間に溶接ヘ
ッドを移動させることができるロボットユニットと、
　ロボットユニットに接続されて、レーザ溶接作業を実行する溶接ヘッドを動かすロボッ
トユニットを制御することができるコンピュータと
を更に含む、態様１５に記載の装置。
（態様１７）
　レーザ溶接用のカバーであって、
　第１の面、第２の面、及び第１の面から第２の面に延びるチャネルを有する基部であっ
て、チャネルがレーザ光線及び不活性ガスを受けることができる基部と、
　チャネル周辺の最大面積からチャネルから離れるにつれて小さくなる細長い形状の領域
を取り囲む、基部の第１の面から延びた壁であって、チャネルを部分的に取り囲み、且つ
端部で狭くなっている壁と、
　壁の狭くなっている端部の近くで壁に設けられた開口であって、前記細長い形状によっ
て不活性ガスがチャネルから開口に向かって移動することが可能な開口と、
　壁に取り付けられて、構造の表面に適合することができるシールと
を含むカバー。
（態様１８）
　シールが、アルミニウム、鋼、及びセラミック繊維から選択された一の材料からなる、
態様１７に記載のカバー。
（態様１９）
　レーザ溶接の方法であって、
　構造の上にカバーを配置するステップであって、このカバーが、第１の端部と、第２の
端部と、基部の第２の端部より第１の端部の近くに位置するチャネルとを含む基部、基部
の一の面から延びてチャネルを部分的に取り囲む壁、及び第１の端部より第２の端部の近
くの壁に設けられている開口を有しているステップ、
　チャネルを通して不活性ガスを供給するステップであって、壁の形状により、チャネル
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を通して導入された不活性ガスの一部を溶接位置に保持し、チャネルから遠ざかり壁の開
口を通る不活性ガスの流れが生じるステップ、
　チャネルを通して構造の表面上の溶接位置にレーザ光線を送るステップ、並びに
　構造上のカバーによってレーザ光線を移動させることにより構造を溶接するステップ
を含む方法。
（態様２０）
　前記配置するステップと前記移動させるステップとを、ロボットユニットを用いて実行
する、態様１９に記載の方法。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(18) JP 5499043 B2 2014.5.21

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ナンセン，　デーヴィッド　エス．
            アメリカ合衆国　ワシントン　９８０５８，　レントン，　サウスイースト　１７８番　プレイス
            　１６２０７
(72)発明者  デムベック，　ディビッド　エム．
            アメリカ合衆国　ワシントン　９８３７２，　ピュアラップ，　イースト　メイン　アヴェニュー
            　２３０９

    審査官  田合　弘幸

(56)参考文献  特開平０１－１２２６９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０２－０７０８９１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１１－２２１６８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０５－００５２８８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００４－００１０４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２２５６６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２０４８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２８５６６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１０－５０３２７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１５５９７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１９３１６０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｋ　　２６／００－２６／７０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

